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群馬県高等学校教育研究会音楽部会「令和３年度夏季研究会」 

 

  日   時  令和３年 ８月１８日（水）１３：００～１６：４０ 

  会   場  群馬県立館林女子高等学校（オンライン） 

 

１ 開会行事 

（１）挨拶 

① 小松 祐一 先生（群馬県高等学校教育研究会音楽部会長） 

オンラインでの開催とはなったが，これから始まる分散登校に向けて，まさにこの研修が指針・羅針盤

となる。先生方の充実した研修の機会となるよう，活発な協議と情報共有の場としてもらいたい。 

② 島田 聡 先生（群馬県教育委員会事務局高校教育課教科指導係 指導主事） 

本日，県教育委員会より分散登校やオンラインでの授業実施に係る通知を発出したところである。この

ような状況下でも生徒の学びを止めず，充実した２学期の授業のスタートが切れるよう準備していただき

たい。特に，実践発表の内容については，すぐに生かせる貴重なものとなると思う。充実した研修の機会

としてほしい。 

 

（２）研修係より 

新学習指導要領への円滑な移行に向けて，移行期間にあたる令和元年    

度からの３年間は，「授業研究会」及び「夏季研究会」，「部会講演会」を

統一した研究テーマの下で開催してきた。今年はそのまとめの年度とし

て，来年度からの新学習指導要領による取組を推進できるようにしたい。 

【研究テーマ】 

「現行学習指導要領を基とする取組の充実」及び「新学習指導要領の理解と実践」 

【夏季研究会の方策】 

芸術科（音楽）における「資質・能力」及び「見方・考え方」について 

 

２ 実践発表 

「 Google Workspace for Education を活用した授業実践」 

     発表者 坂本 将（群馬県立館林女子高等学校 教諭・学びのイノベーション推進員） 

 

本校は，音楽Ⅰ～Ⅲの科目が選択必修で履修できるようになっており，全ての授業で生徒は紙と筆記用具を使

用せずに端末を活用している。本日の実践発表では，一人一台端末を使っての時短による学習の深まりや，アプ

リ・プラットフォームの活用法，個別最適な学びと協働的な学びの促進に向けて留意していることなどについて，

１学期の授業を中心に紹介させていただきたい。※実践は，実践発表中の部会員の先生方の演習 

 

１．指導と評価の一体化を図る！一人一台端末による時短術！ 

（１）「導入」（常時活動）の場面での時短術！ 

実践 「Mentimeter」を使用して，「クラシック音楽の作曲家」を入力，送信 

出席を確認する際に，Web 投票サービス「Mentimeter」を活用しており，毎時間「音楽に関するテーマ」を変
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えながら取り組んでいる。

以前はワークシートを配

付・回収していたが，その場

で全体共有ができないなど

の課題があり，思うように

進まなかった。しかし，

「Mentimeter」を活用する

ことですぐに全体で共有で

き，少数意見も確認したり，

分からないことは各自で検

索して調べたりすることが

できる。 

（２）－１「展開」（意見共有）の場面での時短術！ 

実践 Jamboard を使用した

楽譜への音楽表現の記入 

Jamboard に楽譜を添付する

ことで，新たな強弱記号を入力

したり，大切に歌いたい音や言

葉に印をつけたりすることが

できる。付箋機能を使用した

り，ペンの種類や色を変えた

り，手書き入力をしたりするこ

とで，目的に応じた活用ができ

る。間違えた場合や修正したい

場合は，「元に戻す」のボタンを

押せば簡単に消すことができるということを生徒には伝えている。楽譜は，「背景を設定」から取り込むとよい。

「画像」として取り込むと，書き込みながらずれてしまうので不便である。実際の授業では，Classroom で生徒

それぞれに楽譜付きの Jamboardの「コピー」を課題配信し，工夫点を記入できるようにしている。スライドでは

手書き入力は難しいが，モーション機能を使えることが利点である。 

（２）－２「展開」（歌唱の実技の評価）の場面での時短術！ 

実践 自己紹介動画を録画し，提出 

歌唱の実技の評価の場面において，

距離を取って一斉に歌唱して端末に

録画させたが，１～２ｍの距離をとる

だけでも一人ひとりの声は聴き取れ

た。試験時間を短縮し，また複数回録

音することで，生徒が自分の歌唱を聴

いて判断して提出することができる。

また教員も繰り返し確認できるとい

う利点がある。 
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（２）－３「展開」（器楽の協働学習の評価）の場面での時短術！ 

動画は Google ドライブに作

成した共有フォルダに提出させ

ている。提出状況を見て，各グル

ープへの支援を検討することが

できる。共有フォルダを使用す

ると，その URL を知っている生

徒は他グループから提出された

動画も再生できる。授業内では，

メトロノームのアプリも使いな

がら表現を工夫しているグルー

プも見られる。 

（２）－４「展開」（創作の個人→協働学習の評価）の場面での時短術！ 

 Google スプレッドシートを共

有し，個人とグループの楽譜を同

時作成している。グループ内の他

の生徒の創作の過程を見ながら，

自分なりの工夫を考え，作品全体

を見通した創作が効果的にでき

る。また，個人で創作してグルー

プでまとめるという時間を短縮

することで，創作した音楽を実際

に器楽などで表現しながら試行

錯誤する時間を確保することも

できる。 

（２）－５「展開」（鑑賞のワークシートを用いた評価）の場面での時短術！ 

ドキュメントによるワークシ

ートは，色を付けることができ，

視覚的にも見やすくすることが

できる。また，スプレッドシート

は表の書式ずれが少ないため，創

作などの協働学習を行う際に有

用である。鑑賞した音楽について

も Classroomで配信することで，

生徒が主体的な意識で繰り返し

聴いて，ポイントを確認すること

ができる。 

（３）まとめ（振り返り）の場面での時短術！ 

 実践 実践発表の最後に，振り返りを「学習記録」で送信 
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授業の終わりに毎回同じ

Google フォームから学習の

振り返りを送信するように

している。スクリーンにスプ

レッドシートの回答を表示

することで，生徒から送信さ

れた本時の振り返りをその

場で確認し，疑問点を解決し

たり補足説明をしたりして

学習内容の定着を図れるよ

うにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．個別最適な学びの促進！アプリ・プラットフォームの活用法！ 

楽譜製作ソフト

「Flat for Education」

は，創作の分野だけで

はなく，他の分野でも

活用の可能性がある。

共同編集機能で，小節

ごとに分けて創作し

たり，個人で創作した

楽譜に他の生徒がコ

メントしたりするこ

ともできる。 
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３．協働的な学びの促進！学習環境の整備！ 

ICT を活用する中での

トラブルは必ず起こるも

のであり，必ずこうしな

ければいけないというこ

とはない，という安心感

を生徒に伝えて，生徒と

ともに試行錯誤しながら

取り組んでいくことが大

切である。 

補足として，県教育委

員会義務教育課が作成し

た「ICT を活用したキャ
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リアパスポートの作

成について」の資料

をホームページから

参照いただきたい。

場面に応じたドキュ

メントやスプレッド

シートの使い分けの

イメージをもつこと

ができる。 

また，「発達段階に

応じた１人１台端末

活用スキル初期指導

例」も生徒の端末活

用スキルを把握するための参考となる。これから先，端末の活用が小学校段階から当たり前になり，技能をもっ

た生徒が入学してくるようになる。そうした生徒が技能を活用しながらより主体的に取り組める授業ができるよ

う準備を進める必要があると感じている。 

 

 

３ 講義・演習 

「新学習指導要領の実施と評価」   

講師 島田 聡（群馬県教育委員会事務局高校教育課教科指導係 指導主事） 

 

はじめに，先日開催した教育課程研究協議会の振り返りからお伝えしたい。教育課程研究協議会の事後アンケ

ートでは，３観点での学習評価の理解について，これから前向きに取り組んでいこうという意見が多く，とても

ありがたく感じた。本日は，アンケートの中で出された４つの質問にお答えする形で，新学習指導要領における

評価について触れたいと思う。 

まず，「１時間内に全員を見取ることは難しく，偏りが出たり，主観的な評価になってしまったりしないか。」

という質問であるが，国立教育政策研究所による中学校の音楽科の「『指導と評価の一体化』のための学習評価に

関する参考資料」では，ＡやＣと評価されると思われる生徒のチェックを中心とすることや，そのチェックシー

トが掲載されているので，ぜひ確認いただきたい。併せて，観点別評価の総括の方法についても参考としてほし

い。 

２点目の「新入学生のシラバスの形式，他教科との書式が共通なものでできるか。」という質問については，現

在，県教育委員会高校教育課で様式を準備しているところだが，特に芸術科（音楽）については，指導に漏れの

ないよう，内容を全て記載できる様式が望ましいのではないかと検討している。 

３点目の「専門教育に関する教科である音楽科における評価はどうか。」という質問であるが，芸術科（音楽）

と同様，専門の教科音楽科の「評価の観点及びその趣旨」に従い，内容のまとまりごとの評価規準に基づいて具

体の評価規準を設定し，評価を行っていただきたい。 

最後に，「主体的に学習に取り組む態度については，『個人内評価』とするとの説明で，例示として，グルー

プ活動において他者に教えているような「思いやり」という内容だった。現時点では，そういった様子が見られ

た場合も，グループ活動に積極的に参加しているという視点から加点をしている。同様に，芸術教育において
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「感性」も大事な加点要素のように思うがどうか。」という質問についてである。「感性」については，現行で

も新しい学習指導要領においても，教科や科目の目標に「感性を高め」という文言が記載されているように，非

常に重要な内容である。しかし，「指導と評価の一体化」の観点から考えた場合，「感性」や「思いやり」を評

価することを想定した場合，「感性がどれだけどんな風に高まったかについて，どう見取るか」や「思いやりを

高めるための指導とは，どのような指導か」など，それらを高める指導をして評価をするということになる。お

そらく，それらを指導したり，確実に見取ったりすることは難しいのではないか。もちろん「感性」は芸術科と

しては重要な文言であるが，達成目標ではなく，方向目標として扱うべきものと考える。 

 

ここからは，学習指導要領の実施について具体的な内容に触れていきたい。 

１点目として，〔共通事項〕

の新設が本改訂の大きな特

徴であることに触れたい。

〔共通事項〕のアとイについ

ては，２つを関わらせて考え

ていくことが大切である。思

考力，判断力，表現力等に関

する〔共通事項〕アでは，知

覚と感受とを関わらせて考

え，それと知識に関する〔共

通事項〕イと関わらせて理解

することが重要である。 

また，「音楽的な見方・考え方」については，生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせるこ

とができるようにすることにこそ，教師の専門性が発揮されることが求められるという期待が込められており，

音楽の授業の本質的な部分であると理解できる。スライドにあるように，感性を働かせている「生徒の姿」，音や

音楽を，音楽を形づくって

いる要素とその働きの視点

で捉えている「生徒の姿」，

自己のイメージや感情，音

楽の文化的・歴史的背景な

どと関連付けている「生徒

の姿」，それぞれの「生徒の

姿」を学びの中で捉えてい

くことが必要である。つま

り，私たちは，「生徒の姿」

から授業改善を行っていく

ということだ。「生徒の姿」

を観察し，この学習で「音楽的な見方・考え方」のどの段階を働かせているか，また，どのような手立てが必要

なのかを考える。もし「見方・考え方」を働かせていないようであれば，先生方の専門性を存分に発揮し，授業

改善を行うきっかけとしてほしい。 

次に，「知識・技能」についてである。「知識」には，「宣言的知識（①音を伴わず得られるもの）」と「手続き
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的知識（②知覚・感受で得られるものや，③音楽活動を通して得られるもの）」がある。教師が一方向的に教える

のではなく，新たな学習過程を経験することを通して再構築されていく③の知識を得て，思考・判断・表現して

いくことを大切にしてほしい。 

「技能」は，創意工夫を生か

した表現をするために必要だ

という意識を生徒自身がもつ

ことで，身に付けていけるも

のである。何のためにこの技

能が必要かという意識や必要

感をもって取り組めるように

することが大切である。これ

についても，思考・判断・表現

と関連付けながら様々に変化

する課題に応じて身に付けら

れるようにし，生徒が主体的に活用できる技能として位置付けてほしい。 

「音楽の意味や価値」について

は，中学校では「生活や社会にお

ける音楽の意味や役割」と示され

ているが，高等学校では「自分や

社会にとっての音楽の意味や価

値」と示され，生徒自身という個

の視点が入り，より自分事として

焦点化される。例えば，中学校で

は「平安時代の貴族にとって雅楽

とは？」という問いが，高等学校

では「あなただったら雅楽をどう

伝えていくか？」という問いにより音楽の意味や価値を思考・判断していくこととなる。高等学校における学習

では，生活や社会における音楽の意味や価値だけでなく，「自分にとって音楽はどのような意味や価値をもってい

るのか」という視点を生徒がもてるよう，学習を通じて指導・支援していくことが大切となる。 

「音楽表現の共通性や固

有性」の「共通性」と「固有

性」は表裏一体で，「共通性」

を認めるということは「固有

性」を認めることでもある。

また，「共通性」があるからこ

そ，アイデンティティともい

える「固有性」が見えてくる

ということでもある。異なる

文化に育った人間相互の理

解や多様性の理解は，現代に
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生きる者が求められているこ

とである。「固有性」を評価し過

ぎて排他的にならぬよう注意

し，なぜ異なるのかを考えるこ

とによって，その音楽がもつ背

景を考え，相互理解や多様性の

理解を図れるようにしてほし

い。こうした音楽文化の理解を

積み重ねていくことは，次代の

担い手である子どもたちが，生

活や社会を明るく豊かなもの

にしていくことにつながる。学校教育法では，音楽は「生活を明るく豊かにするもの」であると定義されている。

生徒にとって１つ１つの学びや経験が，明るく豊かな社会創造に寄与するものであることを教師自らが常に意識

することが大切である。 

まとめとして「質問

と発問と問い」につい

て触れたい。「質問」は

情報を引き出すための

トリガー，「発問」は考

えさせるためのトリガ

ー，「問い」は創造的対

話を促すトリガーであ

る。これらは混同しや

すいが，学習における

機能が異なるため，教

師が意図をもって効率

的に使い分けること

で，生徒の活動が見えてくる。また，発言を求める際に，「誰か分かる人？」という分かる人にしか答えられない

質問ではなく，「他の人の意見のうち共感した意見を紹介してください」というように，他者との対話を前提とし

た学びを促すように心掛けてほしい。さらに，活動を促す際は，例えば「歌ってみよう」ではなく「○○のよう

に歌ってみたらどうなるだろう？」と成果や結果を問うことで，生徒が漫然と活動するのではなく，視点を持っ

てより主体的な学習となるようにしたい。 

結びとして，「『教師の教えたいもの』を『子どもの学びたいもの』に変え，一番教えたいものを生徒に掴ませ

ること」という，京都大学の石井英真准教授の言葉を紹介したい。授業づくりや評価の際，この言葉を思い出し

ていただき，新学習指導要領での生徒の学びを支援していただきたいとお願いし，本日のお話を終わりたい。 

 

 

 

 

 



60 

４ 班別協議 

「新学習指導要領と関連させた今後のＩＣＴを取り入れた授業の取組み」 

  各班の年間指導計画の中から与えられた分野について検討したい題材を１つ選び，検討する。 

（１）班別協議 

（２）全体協議 
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※学びのイノベーション推進員より補足等 

坂本 将 先生（群馬県立館林女子高等学校 教諭・学びのイノベーション推進員） 

班別協議の中で，ICT活用の留意点として挙げられたことについて補足させていただく。 

歌唱について，同じ教室の中で録画する

際のスペースは，離れてマスクをとって活

動できる範囲で充分生徒個々の歌唱を聴

き取ることができる。生徒も，録画する際

は，自分の声のみが集音されるように自然

と普段よりも距離をとって歌唱する意識

をもって取り組んでいる。左右だけではな

く，前後にも広がる，教室の外側を向くな

ど人数に応じて隊形を工夫するように言

葉かけをしている。 

器楽について，録画の際には

必ず手元を撮影するように指示

している。「奏法を動画で確認す

る」という目的意識を共有する

ことが大切である。録画の際に，

歌唱よりも近くの他の演奏が一

緒に集音されてしまうため，１

教室に５班ずつ２教室（４０人

学級で４人×１０班）に分けて

録画できるようにした。また「録

画では聴き取るのが難しい音色

については必ず直接聴かせてもらう」と伝え，上手く録画できない場合の不安を軽減できるようにした。その他，

時間内のみ他のグループが動画を見られるようにし，授業が終わったら共有設定を変更して個人情報の流出がな

いように配慮している。 

創作について，共同編集をする際には各自の担当部分を色分けするように指示するとよい。それは，色を付け

てもすぐに修正できるという端末活用の利点の一つである。共同編集時の共有の方法としては，異なるスプレッ

ドシートを各班に配付したり，班長にのみ配付して班員を招待したりといったパターンが考えられるが，後者で

も問題なくできたため，教師の負担を考えるとそちらがよいと考える。また，１つのスプレッドシートに各班の

タブを作成し，それを共有することで１度に全ての生徒が１つのスプレッドシートで創作ができ，そのまま他の

班も確認できるため，今後はそうした方法にしていきたい。 

鑑賞について，イヤホンを個人で持参して聴いている生徒もいるが，どの部分を鑑賞しているのかが分かりに

くく，距離の問題もあるがイヤホンをしない方が生徒の取り組む状況を把握しながら個別の指導を行いやすいと

感じている。 

 

（３）指導・講評 

 島田 聡 先生（群馬県教育委員会事務局高校教育課教科指導係 指導主事） 

ICT の活用場面はおそらく考えやすいだろうが，実際に活用していくと様々な課題が見えてくると思う。
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どんな点に留意するかは常に意識し，失敗談や改善策を共有して，授業づくりにあたってほしい。 

また，評価規準の作成そのものについては，作成方法の枠があるためそれほど難しいものではないと考え

るが，より題材に即したものとなるよう授業の前に作成し，授業を行いながら生徒とともに確認をして，軌

道修正をするとよいのではないか。特に「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準は，先生方の専門性を

生かした内容を含めて設定してほしいと感じた。 

 

 

５ 閉会行事 

（１）挨拶 

小松 祐一 先生（群馬県高等学校教育研究会音楽部会長） 

  本日の研修では，２学期からの分散登校や新学習指導要領の全面実施に向け，端末活用と評価方法について

のそれぞれに役に立つ内容を学ぶことができたと思う。研修を通して，先生方がまさに主体的・対話的で深い

学びをされていると感じた。今後も実りのある研修とそれを生かした授業の実施に向け，協力して取り組んで

もらいたい。 
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